
ご遺族のために市役所で行うさまざまな手続きがスムーズに
行えるよう、職員が必要書類の作成補助や各窓口等のご案内を
させていただきます。おくやみコーナーは八代市役所本庁の
みですが、各支所でもお手続きは可能です。

「おくやみコーナー」をご利用ください

手続きにかかる時間短縮のため、
電話予約制を行っています。

予約電話番号：０９６５ー３３ー４６７０
予約受付時間：平日　午前８時３０分～午後４時３０分
※前日までにご予約をお願いします。

＜所在地＞
八代市松江城町１番２５号（八代市役所　市民課内）

完全予約制



ご遺族の方へ

ご家族のご逝去、謹んでお悔み申し上げます。
八代市では、市役所を中心としたお亡くなりに伴う諸手続きにつきまして、少しでもわかり
やすく進めて頂けるようハンドブックを作成いたしました。
このハンドブックが、ご遺族の皆様に少しでもお役に立てば幸いです。

STEP1

STEP2

STEP3

持ち物の確認 
１ページの「おくやみコーナーを利用される
方へ 」をご確認ください。

おくやみコーナーの予約 （ ☎ 0965-33-4670 ）
おくやみコーナーをご利用される場合は、お電話にてご予約くだ
さい。また、Step1でご不明な点等ございましたら、ご予約時にお
問い合わせください。

ご来庁ください
本紙と必要なものをご持参のうえ、八代市役所おくやみコーナーへ
お越しください。

事前準備について

八代市役所にて各種手続きをする今後の流れになります。
まずは下記をご確認いただき、ご来庁の前に、事前準備をしましょう。
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おくやみコーナーにお越しの際は、以下のものをお持ちください。

ご遺族の方のもの

□  来庁される方の本人確認書類（運転免許証、マイナンバーカード等）
　  写真付きのものがない場合は、健康保険証、介護保険証、年金手帳等
□  認印（※相続人代表者及び喪主の方、並びに窓口にお越しいただく方のもの）
□  預貯金通帳（※相続人代表及び喪主、年金請求者）

亡くなられた方のもの

□  基礎年金番号が記載されているもの（年金手帳及び年金証書）

□  国民健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証
※国民健康保険の世帯主が亡くなられた場合で、同じ世帯の中に国民健康保険加入者が
いる場合は、国民健康保険加入者全員の被保険者証

※亡くなられた方の各種認定証（限度額適用認定証、特定疾病療養受療証等）

※加入者が亡くなられると葬祭費が請求できます。以下のものをご用意ください。

　・葬祭を行ったこと及び喪主が確認できるもの（葬祭の領収書、会葬礼状等）

□  介護保険被保険者証

□  身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、自立支援医療受給者証

おくやみコーナーを利用される方へ 
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世帯主の変更

印鑑登録証

住基カード

世帯主が亡くなられた方
主な手続き：世帯主変更

必要なもの 窓口
・来庁者の本人確認書類

世帯主が亡くなられた場合は、別の世帯員が世帯主となります。
新しい世帯主について職員から確認させていただきます。なお、
同世帯員でない場合は委任状が必要になります。

本庁：市民課（1階⑥番）
☎ ３３-４１１０

支所：地域振興課

印鑑登録をされていた方
主な手続き：返納または廃棄

必要なもの 窓口
・印鑑登録証または八代市証明書交付カード（ガメさんカード）

お亡くなりと同時に廃止のため、印鑑登録証明書は発行でき
ません。個人情報の入ったものではありませんので、自宅で廃
棄されてもかまいません。

本庁：市民課（1階⑥番）
☎ ３３-４１１０

支所：地域振興課

住民基本台帳カードをお持ちだった方
主な手続き：返納不要

必要なもの 窓口
・なし

お亡くなりと同時に使用できなくなります。

本庁：市民課（1階⑥番）
☎ ３３-４１１０

支所：地域振興課
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マイナンバーカード

国民年金

マイナンバーカードをお持ちだった方
主な手続き：返納不要

必要なもの 窓口
・なし

お亡くなりと同時に使用できなくなります。

死亡に伴う各種手続きで、亡くなられた方の個人番号の記載を
求められることがありますので、保管ください。

※通知カードについても同様です。

※不要になられましたらご自身で破棄されるか、希望すれば窓口
に返却することもできます。

本庁：市民課（1階⑥番）
☎ ３３-４１１０

支所：地域振興課

国民年金・厚生年金を受給していた方
主な手続き：死亡届

必要なもの 窓口
・亡くなられた方の年金証書

・亡くなられた方の死亡の事実がわかる書類（死亡診断書の写し等）

・窓口に来られる方の本人確認ができるもの（運転免許証等）

本庁：
国保ねんきん課（1階⑦番）
☎ ３３-４１０５

支所：地域振興課

国民年金・厚生年金を受給していた方
主な手続き：未支給年金請求

必要なもの 窓口
・亡くなられた方の年金証書

・窓口に来られる方の本人確認ができるもの（運転免許証等）

・請求者となる方の振込先口座がわかるもの
　（預貯金通帳またはキャッシュカード）

・請求者の個人番号（マイナンバー）がわかるもの

※その他戸籍謄本等必要な書類については、来庁時にご案内いたします。

本庁：
国保ねんきん課（1階⑦番）
☎ ３３-４１０５

支所：地域振興課
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国民年金に加入中の方（国民年金を受給される前に亡くなられた方）
主な手続き：遺族基礎年金請求

死亡一時金請求
寡婦年金請求

必要なもの 窓口
・亡くなられた方の基礎年金番号がわかるもの
　（年金手帳または基礎年金番号通知書、年金証書）

・窓口に来られる方の本人確認ができるもの（運転免許証等）

・請求者となる方の振込先口座がわかるもの
　（預貯金通帳またはキャッシュカード）

・請求者の個人番号（マイナンバー）がわかるもの

※その他戸籍謄本等必要な書類については、来庁時にご案内
いたします。

本庁：
国保ねんきん課（1階⑦番）
☎ ３３-４１０５

支所：
地域振興課

厚生年金を受給していた方
主な手続き：遺族厚生年金請求（※手続きの案内のみ）

必要なもの 窓口
※年金事務所は予約制となっております。事前にお電話等で予約
のうえ、来訪してください。

※代理の方が手続きを行う場合は、本人からの委任状が必要と
なります。委任状は、市役所国保ねんきん課または日本年金
機構のホームページで配布しています。

八代年金事務所
☎ ３５-６１２３

〒866-0831
八代市萩原町二丁目11-41

MEMO  
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農業者年金

農業者年金を受給していた方
農業者年金に加入していた方

主な手続き：死亡届
未支給年金請求
死亡一時金の請求

必要なもの 窓口
下記以外に他の書類も必要な場合がありますので、まずは窓口へ
ご相談ください。

・亡くなられた方の農業者年金証書、まだ農業者年金の受給を
されていない方は、農業者年金被保険者証

・亡くなられた日が確認できる戸籍謄本等
　（未支給年金、死亡一時金がある場合）

・亡くなられた方と請求者との続柄を確認できる戸籍謄本等

・請求者となる方の振込先の預貯金通帳

・請求者となる方の印鑑

本庁：
農業委員会事務局 （4階）

☎ ３３-６３４２

※手続きは、JAやつしろ
各支所

MEMO  
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国民健康保険

国民健康保険に加入していた方、または、
世帯内に国民健康保険に加入している方がいる世帯主の方

主な手続き：資格確認書及び各種認定証返還
葬祭費支給申請
送付先申請
世帯主の場合世帯内の加入者全員に交付している証の記載事項変更
国民健康保険税の精算

必要なもの 窓口
【国民健康保険に加入していた方の場合】

・亡くなられた方の資格確認書

・亡くなられた方の各種認定証

・喪主の方の印鑑

・手続きする方の印鑑

・手続きする方の本人確認ができるもの（運転免許証等）

・葬祭費の振込先口座がわかるもの
　（喪主の方の預貯金通帳またはキャッシュカード）

・葬祭を行ったことまたは喪主が確認できるもの
　（埋火葬許可証、葬祭の領収書、会葬礼状等）

【世帯内に国民健康保険に加入している方がいる世帯主の方の場合】

・その世帯の加入者の資格確認書

・その世帯の加入者の各種認定証

・手続きする方の印鑑

・手続きする方の本人確認ができるもの（運転免許証等）

・相続人代表となる方の印鑑

・相続人代表となる方の振込先口座がわかるもの
　（預貯金通帳またはキャッシュカード）

【高額療養費に関して簡素化（振込口座登録）を行っている世帯主
の方の場合】

・新世帯主の振込先口座がわかるもの

（新世帯主以外の口座を登録する場合は新世帯主の委任状が必要）

・新世帯主の印鑑（認印でも可）

本庁：
国保ねんきん課 （1階⑦番）

☎ ３３-４１１３

支所：地域振興課
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後期高齢者医療保険

後期高齢者医療保険に加入していた方
主な手続き：資格確認書及び各種認定証の返還

葬祭費支給申請
保険料に関する相続人代表届
高額療養費等の振込口座の変更

必要なもの 窓口
・亡くなられた方の資格確認書

・亡くなられた方の各種認定証

・葬祭費の振込先口座がわかるもの
　（喪主の方の預貯金通帳またはキャッシュカード）

・葬祭を行ったことまたは喪主が確認できるもの
　（埋火葬許可証、葬祭の領収書、会葬礼状等）

・窓口に来られる方の本人確認ができるもの（運転免許証等）

・相続人代表となる方の印鑑

・相続人代表となる方の振込先口座がわかるもの
　（預貯金通帳またはキャッシュカード）

・相続人代表となる方と亡くなられた方の続柄がわかる戸籍謄本
（抄本）が必要となる場合があります。

本庁：
国保ねんきん課 （1階⑦番）

☎ ３３-４４９０

支所：地域振興課

MEMO  
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介護保険

６５歳以上の方、４０歳から６４歳で要介護等認定を受けていた方
主な手続き：介護保険被保険者証等の返還

保険料に関する相続人代表届（６５歳以上の方）
高額介護サービス費支給申請（該当の方）
要介護等認定申請の取下げ（該当の方）

必要なもの 窓口
・亡くなられた方の介護保険被保険者証

・亡くなられた方の介護保険負担割合証（該当の方）

・亡くなられた方の介護保険負担限度額認定証（該当の方）

・未利用の介護用品購入費支給券（該当の方）

・相続人代表となる方の振込先口座がわかるもの
　（預貯金通帳またはキャッシュカード）

・相続人代表となる方の印鑑

・手続きをする方の本人確認ができるもの及び印鑑

・相続人代表となる方と亡くなられた方の続柄がわかる戸籍謄本
（抄本）が必要となる場合があります。

本庁：
介護保険課（1階④番）
☎ ３２-１１７５

支所：地域振興課

MEMO  
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緊急通報・配食サービス

障がい者

緊急通報装置の貸与があった方
配食サービスの利用があった方

主な手続き：緊急通報装置の撤去・返還
配食サービスの廃止

必要なもの 窓口
窓口へ連絡し、手続きを行ってください。 高齢者支援課 （1階③番）

☎ ３３-４４３６

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちだった方
主な手続き：手帳返還

必要なもの 窓口
・亡くなられた方の手帳 本庁：

障がい者支援課（1階②番）
☎ ３３-５１１０

支所：地域振興課

特別障害者手当、障害児福祉手当、福祉手当を受給していた方
主な手続き：死亡届

未支払請求または口座振替支払申込

必要なもの 窓口
・相続人代表となる方の預貯金通帳

・相続人代表となる方と亡くなられた方の続柄がわかる戸籍謄本
（抄本）が必要となる場合があります。

本庁：
障がい者支援課（1階②番）
☎ ３３-５１１０

支所：地域振興課
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特別児童扶養手当支給対象児童の方
主な手続き：資格喪失届または額改定届（減額）

必要なもの 窓口
・特別児童扶養手当証書

・特別児童扶養手当受給者の印鑑

本庁：
障がい者支援課（1階②番）
☎ ３３-５１１０

支所：地域振興課

障害福祉サービス・児童通所サービスを利用していた方
主な手続き：受給者証返還届出

必要なもの 窓口
・受給者証 本庁：

障がい者支援課（1階②番）
☎ ３３-５１１０

支所：地域振興課

特別児童扶養手当を受給していた方
主な手続き：資格喪失認定請求

未支払手当請求

必要なもの 窓口
【資格喪失認定請求の場合】

・特別児童扶養手当証書

・新たに受給者（保護者）となる方の預貯金通帳

・新たに受給者（保護者）となる方と受給対象障がい児の続柄が
わかる戸籍謄本及び住民票謄本

【未支払手当請求の場合】

・受給対象障がい児の印鑑・受給対象障がい児の預貯金通帳

本庁：
障がい者支援課（1階②番）
☎ ３３-５１１０

支所：地域振興課
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障がい者

緊急通報装置の貸与があった方
主な手続き：緊急通報装置の撤去・返還

必要なもの 窓口
窓口へ連絡し、手続きを行ってください。 本庁：

障がい者支援課（1階②番）
☎ ３３-５１１０

支所：地域振興課

NHK放送受信料免除を利用していた方
主な手続き：NHK 放送受信料免除事由消滅届等

必要なもの 窓口
窓口へ連絡し、手続きを行ってください。 本庁：

障がい者支援課（1階②番）
☎ ３３-５１１０

支所：地域振興課
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軽自動車税（種別割）

原動機付自転車（１２５ｃｃまで）、小型特殊自動車（トラクター、コンバイン、
フォークリフト等）を所有していた方

主な手続き：名義変更または廃車

必要なもの 窓口
・ナンバープレート（廃車の場合）

・車体番号がわかるもの（自賠責証書等）

・届出される方の身分証

※廃車の際、（盗難、紛失等で）ナンバープレートがない場合は、
窓口にてご相談ください。

※毎年４月１日現在の所有者（使用者）に課税されます。
　名義変更・廃車等は早めの手続きをお願いします。

本庁：
市民税課（2階⑬番）
☎ ３３-４１０７

支所：地域振興課
日奈久出張所

三輪、四輪の軽自動車を所有していた方
主な手続き：名義変更または廃車

必要なもの 窓口
・軽自動車検査協会熊本事務所にお問い合わせください。 軽自動車検査協会

熊本事務所
☎ ０５０-３８１６-１７５８

軽二輪、小型二輪を所有していた方
主な手続き：名義変更または廃車

必要なもの 窓口
・熊本運輸支局にお問い合わせください。 熊本運輸局

☎ ０５０-５５４０-２０８６
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固定資産税

固定資産（土地・家屋・償却資産）をお持ちだった方
主な手続き：相続人代表者指定・変更

必要なもの 窓口
・相続人代表者となる方の印鑑 
　（相続人が複数人の場合、手続きの説明をさせていただきます）

本庁：
資産税課（2階⑭番）
☎ ３３-４１０８

支所：地域振興課

共有名義の固定資産をお持ちの方で共有代表をされていた方
主な手続き：共有代表者の変更

必要なもの 窓口
「共有資産に係る代表者変更届」にて届出をしていただきます。 本庁：

資産税課（2階⑭番）
☎ ３３-４１０８

支所：地域振興課

未登記家屋をお持ちだった方
主な手続き：未登記家屋の名義変更

必要なもの 窓口
・登記をされていない家屋（未登記家屋）について所有権移転の
手続きが必要ですので、「課税台帳名義人変更届」にて届出を
していただきます。

・添付書類は、法務局において登記を行う際に必要となる書類に
準じます（内容を確認後、原本はお返しします。）。

・新名義人となる方の実印、印鑑登録証明書（写可）

本庁：
資産税課（2階⑭番）
☎ ３３-４１０８

支所：地域振興課
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納 税

納税していた方（納税義務者・納税管理人・相続人代表者）
主な手続き：今後の納税に関する手続き・納付について

（口座振替の変更または廃止等）

必要なもの 窓口
・亡くなられた方の納税通知書や領収書
・同一世帯以外の相続人の方がお越しいただく場合、相続関係が
確認できる書類（戸籍謄本等）

【引き続き口座振替の手続きをされる方】
・亡くなられた方の納税通知書、新たに口座振替を申込される方の
通帳・通帳印をお持ちになり、取り扱い金融機関でお申込みくだ
さい。

本庁：納税課（1階⑧番）
☎ ３３-４１０９

支所：地域振興課

納税管理人になっていた方
主な手続き：納税管理人の変更・廃止

必要なもの 窓口
「納税管理人申告書」にて届出をしていただきます（新たに納税管
理人となる方の自署が必要です。）。

本庁：
資産税課（2階⑭番）
☎ ３３-４１０８

支所：地域振興課
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上水道

上水道を利用していた方
主な手続き：使用名義の変更、支払方法の変更、閉栓

必要なもの 窓口
お客様サービスセンターに連絡し、手続きを行ってください。 上下水道お客様センター　

（2階）
☎ ３２-７１９４

簡易水道を利用していた方
主な手続き：使用人名義の変更、支払方法の変更、閉栓

必要なもの 窓口
水道局または坂本支所、東陽支所、泉支所の地域振興課に
連絡し、手続きを行ってください。

水道局　（5階）
☎ ３３-１８６８

坂本支所　地域振興課
☎ ４５-２２１２

東陽支所　地域振興課
☎ ６５-２１１３

泉支所　地域振興課　
☎ ６７-２１１３

簡易水道
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下水道

浄化槽・農業集落排水

下水道を利用していた方
主な手続き：使用名義の変更、使用人数の変更、支払方法の変更・休止

必要なもの 窓口
・新たな使用者（お名前）、使用人数等を窓口へご連絡ください。

※今後も利用状況に変更が生じた場合は、速やかに窓口へご連絡
ください。

上下水道お客様センター　
（2階）
☎ ６２-９８８８

東陽町、泉町で浄化槽・農業集落排水を利用していた方
主な手続き：使用名義の変更、使用人数の変更、支払方法の変更・休止

必要なもの 窓口
・新たな使用者（お名前）、使用人数等を窓口へご連絡ください。

※今後も利用状況に変更が生じた場合は、速やかに窓口へご連絡
ください。

上下水道お客様センター　
（2階）
☎ ６２－９８８８

東陽支所
☎ ６５-２１１１

泉支所
☎ ６７-２１１３
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同居親族が亡くなられた入居名義人
主な手続き：申告票（兼同居異動届）

必要なもの 窓口
・市民課で発行されるガイドメッセージの写し

※同居親族が亡くなられたことに伴い、家賃が変動する可能性が
あります。
※手続きの詳細については、窓口へお問い合わせください。

本庁：住宅課（5階）
☎ ３３-４１２２

支所：産業建設課

入居名義人が亡くなり、市営住宅を退居される方
主な手続き：市営住宅明渡

必要なもの 窓口
退居の際は、家財等の撤去・清掃等原状回復を行ったうえで、退居
検査を受ける必要があります。

※手続きの詳細については、窓口へお問い合わせください。

本庁：住宅課（5階）
☎ ３３-４１２２

支所：産業建設課

市営住宅

入居名義人が亡くなり、引き続き市営住宅に入居を希望される同居親族
主な手続き：入居承継承認申請

必要なもの 窓口
引き続き入居される場合は、承継条件を満たす必要があります。

※手続きの詳細については、窓口へお問い合わせください。

本庁：住宅課（5階）
☎ ３３-４１２２

支所：産業建設課
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空き家

農 地

家の所有者が亡くなり、空き家を有効活用したい方
主な手続き：空き家バンクへの登録

必要なもの 窓口
今後、居住する予定の無い空き家について、空き家バンク登録
申込の相談を受け付けております。
空き家バンクに登録されると、家財道具等の撤去費用や補修・
リフォーム等の補助制度があります。

※手続きの詳細については、お問い合わせください。

本庁：住宅課（5階）
☎ ３３-４１２２

農地を相続された方
主な手続き：農地法第 3条の３の規定による届出

必要なもの 窓口
農地を相続し、相続登記が完了したときは農業委員会への届出が
必要です。

・届出人の印鑑

本庁：
農業委員会事務局（4階）
☎ ３３-６３４２

支所：産業建設課

家の所有者が亡くなり、老朽化した危険空き家を解体したい方
主な手続き：老朽危険空き家等事前調査申込

必要なもの 窓口
老朽化した危険な空き家について相談を受け付けております。
要件に該当した場合は解体費用の一部を補助します。ただし、
補助件数については限りがあります。

※手続きの詳細については、お問い合わせください。

本庁：住宅課（5階）
☎ ３３-４１２２
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MEMO  

犬

犬を所有していた方
主な手続き：所有者の変更

必要なもの 窓口
窓口へお問い合わせください。 環境課

（エコエイトやつしろ管理棟1階）
☎ ３３-４１１４

支所：地域振興課

森 林

森林を相続された方
主な手続き：森林法第１０条の７の２第1項の規定による届出

必要なもの 窓口
所有者変更手続きが必要です。

※窓口へお問い合わせください（その土地の位置を示す地図、
登記事項証明書等が必要になります。）。

本庁：水産林務課（4階）
☎ ３３-４１１９

支所：産業建設課
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八代市営墓地

児童手当

八代市営墓地（上片・鏡・東陽）を使用していた方
主な手続き：承継の申請（または返還届）・焼骨埋蔵等届

必要なもの 窓口
該当する墓地によって手続き場所が異なります。
各所へお問い合わせください。

上片墓園
環境課
☎ ３３-４１１４

鏡墓苑
鏡支所地域振興課
☎ ５２-１１１５

東陽墓苑
東陽支所地域振興課
☎ ６５-２１１１

対象児童がお亡くなりになった場合
主な手続き：受給事由消滅届または額改定認定請求

必要なもの 窓口
本庁：
こども家庭支援課
（2階 ⑪番）
☎ ３７-６８００

支所：地域振興課

受給していた保護者がお亡くなりになった場合
主な手続き：未支払請求認定請求

必要なもの 窓口
・新たに受給者（保護者）となる方の健康保険証等（※必要な
方のみ）

・児童及び新たに受給者（保護者）となる方の通帳または
キャッシュカード

本庁：
こども家庭支援課
（2階 ⑪番）
☎ ３７-６８００

支所：地域振興課
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こども医療費助成

ひとり親家庭

対象児童がお亡くなりになった場合
主な手続き：受給資格証の返還

必要なもの 窓口
・こども医療費受給資格証 本庁：

こども家庭支援課
（2階 ⑪番）
☎ ３７-６８００

支所：地域振興課

児童扶養手当の対象児童がお亡くなりになった場合
主な手続き：資格喪失または額改定認定請求

必要なもの 窓口
・児童扶養手当証書 本庁：

こども家庭支援課
（2階 ⑪番）
☎ ３７-６８００

支所：地域振興課

受給していた保護者がお亡くなりになった場合
主な手続き：受給者の変更

必要なもの 窓口
・こども医療費受給資格証

・児童の医療保険の加入関係の確認書類

・新たに受給者（保護者）となる方の通帳またはキャッシュカード

本庁：
こども家庭支援課
（2階 ⑪番）
☎ ３７-６８００

支所：地域振興課
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児童扶養手当を受給していた保護者がお亡くなりになった場合
主な手続き：死亡届兼未支払手当請求

必要なもの 窓口
・児童（または新たに受給者（保護者）となる方）の通帳または
キャッシュカード

・児童扶養手当証書

※新たに受給者（保護者等）となられる方に、手続き等を窓口にて
ご説明します。

本庁：
こども家庭支援課
（2階 ⑪番）
☎ ３７-６８００

支所：地域振興課

ひとり親家庭医療費助成の対象児童がお亡くなりになった場合
主な手続き：受給資格変更または受給資格喪失

必要なもの 窓口
・ひとり親家庭等医療費受給資格者証 本庁：

こども家庭支援課
（2階 ⑪番）
☎ ３７-６８００

支所：地域振興課

ひとり親家庭医療費助成を受給していた保護者がお亡くなりになった場合
主な手続き：受給資格喪失

必要なもの 窓口
・児童（または新たに受給者（保護者）となる方）の通帳または
キャッシュカード

・ひとり親家庭等医療費受給資格者証

※新たに受給者（保護者等）となられる方に、手続き等を窓口にて
ご説明します。

本庁：
こども家庭支援課
（2階 ⑪番）
☎ ３７-６８００

支所：地域振興課
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保育園

保育園を利用していた児童がお亡くなりになった場合
主な手続き：退所願

必要なもの 窓口
本庁：
こども未来課（2階 ⑪番）
☎ ３３-８７２１

支所：地域振興課

保護者がお亡くなりになり、児童が保育園を退園する場合
主な手続き：退所願

必要なもの 窓口
本庁：
こども未来課（2階 ⑪番）
☎ ３３-８７２１

支所：地域振興課

MEMO  
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亡くなられた方が個人事業主もしくは法人等に雇用されていた

故人が働いていた勤務先に対して、死亡退職届の提出や社員証の返却等、必要な手続きがあ
ります。一般的な手続きについて記載します。

項　目 期　日 備　考

死亡退職届の提出

速やかに

故人が働いていた勤務先に、提出する必要があり
ます。

身分証明書（社員証等）の
返却

健康保険被保険者証やその他、勤務先から貸与を
受けていたものを返却してください。

国民健康保険等への加入
被扶養者だった場合は、同時に資格を喪失します
ので、資格喪失後は他の医療保険制度へ加入する
必要があります。

最終給与、退職金等の請求
預貯金口座の確認とともに、勤務先に直接ご確認
ください。

埋葬料の請求 2年以内
協会けんぽ及び、勤務先が加盟している保険組合
等で、埋葬料の請求が可能です。

遺族厚生年金の請求 5年以内

【必要なもの】
遺族厚生年金裁定請求書、故人の年金手帳、戸籍
謄本、死亡診断書のコピー、所得の証明書、住民票
のコピー、受取人の印鑑、振込先口座番号

【手続き先】
故人の勤務先を所管する社会保険事務所

【その他】
遺族厚生年金の受給者には国民年金の遺族基礎
年金も支給されます。
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亡くなられた方が個人事業主だった場合

故人が個人事業者であり、廃業する場合の一般的な手続きについて記載します。
なお、事業承継する場合については、相続での手続きが必要です。

項　目 期　日 備　考

個人事業者の死亡届出書

速やかに

税務署に提出します。

八代税務署
☎ 0965-32-3141

事業廃止届出書

個人事業の
開業・廃業等届出書

1ヶ月以内
給与支払事務所等の
開設・移転・廃止届出書

所得税の青色申告の
取りやめ届出書

青色申告を取りやめようとする
年の翌年 3月 15 日まで

MEMO  
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少し落ち着いてから行う市役所以外での手続きチェックリスト

該当事項 主な手続き 問い合わせ先

運転免許証 □ 返納 熊本県内各警察署または
運転免許センター

普通自動車

□ 税金に関する手続き 熊本県自動車税事務所
☎ 096-368-4020

□ 名義変更・廃車等
九州運輸局
熊本運輸支局
☎ 050-5540-2086

国税
□ 相続税の手続き

八代税務署
☎ 32-3141

□ 所得税・消費税申告等

厚生年金 □

年金に関する手続き

八代年金事務所
☎ 35-6123

共済年金 □ 各共済組合

企業年金 □ 各企業年金

恩給 □ 恩給に関する手続き 総務省恩給相談室
☎ 03-5273-1400

不動産登記 □ 土地・家屋等所有者の
移転（相続）登記等

熊本地方法務局
八代支局
☎ 32-2654（自動音声）

遺言書 □ 遺言書の検認・開封 熊本家庭裁判所
八代支部
☎ 32-2175相続放棄 □ 相続の放棄等

生命保険等 □ 死亡保険金の請求・入院
給付金の請求等 各生命保険会社

預貯金口座等 □ 口座凍結の解除の手続き 各金融機関等

□ 市
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該当事項 主な手続き 問い合わせ先

株式等 □ 名義変更 証券会社等

国債 □ 記名変更・償還金受領
償還金支払い場所または証券保険
証書に記載の郵便局

クレジットカード □ 解約 各契約会社

固定電話・携帯電話 □ 契約承継・解約 各電話・携帯電話契約会社

電気・ガス料金等 □ 名義変更・解約 各契約会社

インターネット □ 名義変更・解約 各契約会社

NHK受信料 □
名義変更・解約減免取り
やめ

NHKふれあいセンター（営業）
☎ 0120-151515

ケーブルテレビ □ 名義変更・解約
テレビやつしろ（株）
☎ 30-7171

社会福祉協議会への寄付 □
社会福祉協議会への寄付
（香典返し）

八代市社会福祉協議会　本所
☎ ６２-８２２８
〒866-0861
八代市本町一丁目9番14号

八代市社会福祉協議会　坂本支所
☎ ４５-４５７５

八代市社会福祉協議会　千丁支所
☎ ３７-８８０１

八代市社会福祉協議会　鏡支所
☎ ５２-０６７７

八代市社会福祉協議会　東陽支所
☎ ６５-３７７７

八代市社会福祉協議会　泉支所
☎ ６７-２０１８

※手続きに必要な書類の中には、市役所で発行できるもの（戸籍・住民票・税関係証明書）が必要と
なる場合があります。各契約会社等にお問い合わせいただいてから、市役所にお越しいただくと手
続きが進めやすくなります。

□

少し落ち着いてから行う市役所以外での手続きチェックリスト
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項　目 期　日 備　考

□ 相続人の調査・確定

速やかに

相続人を確定させるためには、故人の出生から
死亡までの連続した戸籍謄本が必要です。役所
の窓口で「相続に使用するため出生から死亡まで
の戸籍謄本が必要です」と申し出れば取得でき
ます。

□ 遺言書の探索

自筆証書遺言は、自宅で探索または法務局で調査
してください。
公正証書遺言は、お近くの公証役場で検索してくだ
さい。

□ 遺言書の検認
法務局以外で発見された自筆証書遺言の場合は、
「未開封」の状態で家庭裁判所の検認が必要と
なります。

□ 相続財産の調査

被相続人の預金通帳及び郵便物から調査し、各
事業者に問い合せることで、相続財産のほとんど
を知ることができます。また、自宅以外の不動産
を所有している場合は、役所で「名寄帳」を取得
することで、課税対象の不動産のすべてを知ること
ができます。

□
遺産分割協議
（協議書の作成）

共同相続人全員で遺産分割協議を行い、合意する
必要があります。合意後、金融機関や役所等へ提出
する為の遺産分割協議書の作成が必要となります。

□ 相続放棄・限定承認 ３ヶ月以内
被相続人の最後の住所地の家庭裁判所への申述
が必要となります。申述書の作成等必要な対応が
あるため、家庭裁判所にご確認ください。

□ 所得税の準確定申告 ４ヶ月以内

被相続人に1月1日から死亡日まで所得があった
場合は、相続人が1月1日から亡くなられた日まで
に確定した所得金額及び税額を計算して、相続
の開始があったことを知った日の翌日から４ヶ月以
内に申告と納税をしなければなりません。

□ 相続税の申告・納付 10ヶ月以内

各相続人が相続や遺贈等により取得した財産の価
額の合計額が基礎控除額を超える場合、相続税の
課税対象となります。

基礎控除額＝
3,000万円 ＋ 600万円 × 法定相続人の数

□

相続に関する手続きチェックリスト
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…継承順位第一位

…継承順位第二位

…継承順位第三位

祖父祖父 祖母祖母 曾祖
父母

曾祖
父母

母おじ
おば

おじ
おば

父 おじ
おば

おじ
おば

配偶者兄弟
姉妹

故人兄弟
姉妹

兄弟
姉妹

甥・姪甥・姪甥・姪

子子 子子 子子

孫孫 孫孫 孫孫

曾孫 曾孫 曾孫 曾孫 曾孫 曾孫

被相続人や相続人の関係を法務局に証明してもらう制度として法定相続情報証明制度があります。本制度

により交付された法定相続情報一覧図の写しが、相続登記の申請手続きをはじめ、被相続人名義の預金の

払戻し等、様々な相続手続きに利用されることで、相続手続きに係る相続人・手続きの担当部署双方の負

担を軽減することができます。

詳しくは法務局のHP（http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html）をご覧ください。

ご遺族メモ / 家系図 （３親等内の親族）

市
役
所
で
の
主
な
手
続
き

市
役
所
以
外
で
の
一
般
的
な
手
続
き

お
問
い
合
わ
せ

証
明
書
・
戸
籍
謄
本
等
の
取
得



30

ご遺族メモ / 故人の財産について

不
動
産

所在地 名義人 持ち分 備　考

預
貯
金

金融機関名 支店名 金　額 備　考

そ
の
他
の
資
産

名　称 内　容 保管場所等 備　考

借
入
金
・
ロ
ー
ン

借入先 金　額 返済方法 備　考

生
命
保
険
・
損
害
保
険

保険会社 種類・内容 受取人 備　考

公
的
年
金

基礎年金番号 種　類 受給金額 備　考

個
人
年
金
・
企
業
年
金

名　称 番号・記号等 受給金額 備　考

そ
の
他

市
役
所
で
の
主
な
手
続
き

お
問
い
合
わ
せ

市
役
所
以
外
で
の
一
般
的
な
手
続
き

証
明
書
・
戸
籍
謄
本
等
の
取
得



3131

相続登記について
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証明書・戸籍謄抄本を取得される方へ

◆各種手続きには、市役所で発行できる証明書（住民票の写し、戸籍謄抄本、税に関する証明等）
が必要になる場合があります。各契約会社等にお問い合わせいただき、どのような証明書が
必要かを事前にご確認いただいたうえで市役所にお越しいただくと手続きが進みやすくなり
ます。

◆戸籍謄本等については、申出により原本を返却される場合がありますので提出先にご確認
ください。

◆相続人が各種証明書取得のために来庁ができない場合、委任状が必要となる場合があります。
詳しくは八代市役所  市民課（証明書発行窓口　☎ 0965-33-5114）へお問いあわせください。

※委任状は 35 ページに掲載しています。

住民票（除票）の写し
必要なもの 注意事項

□

本人確認書類
（運転免許証等）

１通３００円

・相続の手続きにおいて、亡くなられた方の死亡年月日が載った住民票
の写し（除票）や相続人の方の住民票が必要となることがあります。

・住民票に載せる情報を必要に応じて選ぶことができます。世帯主・
続柄、本籍地・筆頭者、住民票コード、個人番号（マイナンバー）
等の記載が必要かどうか、提出先にご確認のうえご請求ください。

※亡くなられた方のマイナンバーを記載した住民票については、発行
できません。

□

MEMO  
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証明書・戸籍謄抄本を取得される方へ

戸籍謄本・抄本等
必要なもの 注意事項

□

本人確認書類
（運転免許証、マイナ
ンバーカード、パス
ポート等顔写真付き
が望ましい）

戸籍謄本
戸籍抄本
1通４５０円

除籍謄本
除籍抄本
1通７５０円

改製原戸籍謄本
改製原籍謄抄本
1通７５０円

・戸籍謄抄本等は、本籍地への請求もしくは広域交付をご利用くだ
さい。
※令和6年3月1日より、他市町村に本籍がある人が、全国どこの市町
村窓口からでも戸籍謄本、除籍謄本を交付請求できる広域交付
制度がはじまりました。
　広域交付を請求できる人は、本人及びその配偶者、父母、祖父母
等（直系尊属）、子・孫等（直系卑属）に限ります。
　また、請求の際は請求者の顔写真付き本人確認書類が必要で
す。

・死亡届を提出されたら、死亡の記載のある戸籍を取得できるまで
日数がかかります。

・亡くなられた方の配偶者、直系尊属（両親・祖父母）または直系卑
属（子・孫）以外の方からの請求の場合、委任状が必要です（目的
によって不要な場合もあります。）。個別に遺言書をお持ちである場
合、または生命保険等の受取人に指定されている場合等、遺言書や
生命保険証書等相続関係を確認できるものを提示してください。

・どのような戸籍が必要かは、提出先にご確認のうえ、請求してく
ださい。コピー（複製）の提出が可能なところもあるようです。

（例）亡くなられた方の【出生から死亡までの一連の戸籍】

亡くなられた方の【結婚から死亡までの一連の戸籍】

亡くなられた方の【死亡年月日の載っている戸籍】

亡くなられた方と【相続人の関係がわかる改製原戸籍】

相続人の【現在の戸籍（全部事項証明書）】　　　　等

□

戸籍は１通で生涯をすべてあらわしているものではなく、
昔の戸籍は戸主（現在の筆頭者）が変わるたびに、また
法改正のたびに戸籍が編製されています。生涯のどの部
分の戸籍が必要か提出先にご確認ください。
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戸籍の附票
必要なもの 注意事項

□

本人確認書類
（運転免許証等）

１通３００円

・戸籍の附票とは、本籍地の市区町村で記録していく住所履歴です。

・戸籍の附票は本籍地へ請求してください。

・請求の際は、誰のどの住所からどの住所までの附票が必要か示して
ください。

※長年変えていない土地等の登記情報や、先代名義の車の登録抹消
手続き等、昔の住所を記載した附票が必要になる場合があります。

□

死亡届の写し（届書等情報内容証明書）
必要なもの 注意事項

□

本人確認書類
（運転免許証等）

１通３５０円

提出先を確認するため
の資料（簡易保険証書・
年金証書等）

・郵便局の簡易保険の請求、公的年金（厚生年金、共済年金等）に
かかる遺族年金請求等死亡届記載事項証明書の提出が義務付け
られている場合にしか交付できません（請求できる方も限られ
ています。）。

・死亡届を提出した市区町村役場か本籍地の市区町村役場へお問い
合わせください。

□

印鑑登録証明書
必要なもの 注意事項

□

本人確認書類
（運転免許証等）

印鑑登録証
または八代市証明書
交付カード（ガメさん
カード）

1通３００円

・亡くなられた方の印鑑登録証明書は発行できません。

・相続手続きでは、相続人の印鑑登録証明書が必要なケースが多い
です。

・実印を登録している方は、印鑑登録証または八代市証明書交付
カード（ガメさんカード）を窓口へ必ず提示してください。

・印鑑登録証または八代市証明書交付カード（ガメさんカード）が
あれば、委任とみなしますので、代理人でも委任状なしで印鑑登
録証明書の取得が可能です。

□
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※コピーしてお使いください。
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郵便での戸籍謄抄本等の請求方法

戸籍（除籍・改製原戸籍）謄抄本、戸籍の附票、身分証明書等は、本籍地の市区町村から郵便
で取り寄せることができます。

①【請求書】にご記入ください。 
裏面の「戸籍関係書類請求書」に必要事項を記入してください。

※請求の理由はできるだけ詳しく記入してください。

（例）○○の死亡に伴う△△の手続きのため、○○が生まれてから死亡するまでの連続した
戸籍（除籍・改製原戸籍）が必要。

※戸籍の附票を請求する場合は、必要な住所を記入してください。

（例）○○の車を廃車するため、△△から□□までの住所のつながりが必要。

※請求される方と、戸籍等に記載されている方との続柄の確認を行います。
当市で続柄の確認ができない場合（当市に戸籍等がない方）は、続柄を証明するための
戸籍等のコピーを添付してください。

②【手数料】は ｢定額小為替｣ でお願いします。（切手不可） 
定額小為替は郵便局で購入できます。

※八代市への請求でオンライン決済された方は不要です。
※戸籍の附票、身分証明書等の手数料は、市区町村によって異なりますので、あらかじめ、
お確かめください。

③【返信用の封筒】をご準備ください。 
返送先の住所、氏名を記入し、切手を貼ってください。なお、お急ぎの場合は、速達料金を
追加してください。

④【本人確認書類の写し】を添付してください。
運転免許証・マイナンバーカード等の本人確認ができる書類のコピーを添付してください。

⑤【①②③④を同封】し、本籍地の市区町村の戸籍担当課にご請求ください。

【お願い】郵送の場合は、配達日数と事務処理日数が必要です。
　　　　  日数に余裕を持って請求してください。
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庁舎内案内図  （１・２Fのみ抜粋）
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各支所へのお問い合わせ

坂本支所 〒 869-6105
八代市坂本町坂本 1051-2

市民福祉係 ☎ 45-2212  

建設係 ☎ 45-2290 

農林水産係 ☎ 45-2363 

千丁支所 〒 869-4703
八代市千丁町新牟田 4228-12

市民サービス係 ☎ 46-1101  

健康福祉係 ☎ 45-5183

建設係 ☎ 46-1104 

農林水産係 ☎ 46-1102 

鏡支所 〒 869-4292
八代市鏡町内田 453-1

市民サービス係 ☎ 52-1115  

健康福祉係 ☎ 52-7836

建設係 ☎ 52-7820 

農林水産係 ☎ 52-7820 

東陽支所 〒 869-4301
八代市東陽町南 1105-1

市民福祉係 ☎ 65-2111  

☎ 65-2113

建設係 ☎ 65-2115 

農林水産係 ☎ 65-2114 

泉支所 〒 869-4401
八代市泉町柿迫 3188-2

市民福祉係　　 ☎ 67-2113

建設係 ☎ 67-2176

農林水産係 ☎ 67-2112
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終活全般  　 株式会社豊島

　　相 続　　 弁護士法人Si-Law

　介護・福祉　 医療法人尚仁会　高田病院

不動産・空き家 株式会社嶌コーポレーション

　　相 続　　 tsuji司法書士法人

　　相 続　　
安土裕二郎税理士事務所
株式会社AZ資産対策研究所

終活全般  　 株式会社鎌倉新書

　　相 続　　 株式会社インフォミックス
宍倉渉税理士事務所
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